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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被検体に当接され、超音波を送受波して受信データを出力するプローブと、
　前記プローブについて空間的な位置及び姿勢の少なくとも一方を計測し、その計測結果
を表す座標データを出力する座標計測手段と、
　登録座標データが格納される登録座標データ格納手段と、
　前記登録座標データ格納手段に登録された登録座標データと前記座標計測手段から現在
出力された座標データである現座標データとに基づいて、ガイダンス表示及び参照イメー
ジを含むプローブ操作支援情報を生成する操作支援情報生成手段と、
　前記プローブ操作支援情報をユーザーに提供する操作支援情報提供手段と、
　を含み、
　前記参照イメージは、前記被検体を表したボディマークと、前記登録座標データに基づ
いて生成される登録プローブマークと、前記現座標データに基づいて生成される現プロー
ブマークと、を含み、
　前記ガイダンス表示は、複数の座標成分に対応した複数のインジケータを含み、
　前記各インジケータは、各座標成分ごとに、前記登録座標データと前記現座標データの
合致及び近接を示し、更に近接方向の極性を示す、ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１記載の装置において、
　前記ボディマーク、前記登録プローブマーク及び前記現プローブマークは、前記被検体
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を基準として定義される三次元の座標系に従って生成される、ことを特徴とする超音波診
断装置。
【請求項３】
　請求項１記載の装置において、
　更に、前記複数の座標成分の全部について前記登録座標データと前記現座標データとが
合致した場合に所定の出力を行う手段を含む、ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項１記載の装置において、
　前記複数の座標成分は前記プローブの位置についての複数の座標成分を含む、ことを特
徴とする超音波診断装置。
【請求項５】
　請求項１記載の装置において、
　前記複数の座標成分は前記プローブの姿勢についての複数の座標成分を含む、ことを特
徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　請求項１記載の装置において、
　前記登録プローブマーク及び前記現プローブマークは、視覚表現上、識別して表示され
る、ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項７】
　請求項１記載の装置において、
　前記登録プローブマーク、前記現プローブマーク、及び、前記ボディマークはそれぞれ
三次元のイメージであることを特徴とする超音波診断装置。
                                                                                
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は超音波診断装置に関し、特にユーザーによるプローブの位置決め及び姿勢決め
を支援する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の超音波診断装置には、超音波画像（生体イメージ）の表示に当たって、参照イメ
ージとしてボディマーク及びプローブマークを表示する機能が具備されている。ボディマ
ークは、従来において単純な二次元の線画として表現され、そのボディマークとしては診
断部位や科目に応じて各種のものが用意されている。ユーザー操作によって特定のボディ
マークが選択され、それが超音波画像の近傍に表示される。また、超音波診断部位を特定
するために、ボディマーク上にプローブマークを表示させることもでき、そのようなプロ
ーブマークは単純なラインあるいはボックスとして表現され、ユーザーによってボディマ
ーク上でプローブマークの位置及び向きを自在に設定することができる。それらのマーク
は超音波画像を取得した診断部位を確認する上で重要な情報となる。
【０００３】
　ところで、特定の被検者について疾患の進行状況や治癒状況などを評価するために、過
去の超音波画像と現在の超音波画像とを対比観察することが行われる。その場合、過去の
超音波画像を取得した時点におけるプローブの位置及び姿勢に対して、現在の超音波画像
を取得しているプローブの位置及び姿勢をできる限り合致させる必要がある。すなわち、
同じ被検体の同じ部位を超音波診断する必要がある。このため、従来においては、例えば
、過去の超音波画像を表示させておいて、その隣りに現在の超音波画像を並列表示させ、
両画像を対比観察しながら、プローブの適正な位置及び姿勢を試行錯誤して決定するとい
うプローブ操作が行われる。
【０００４】
　なお、特許文献１には、三次元のボディマーク及び三次元のプローブマークを表示する
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装置が開示されている。この装置では、ユーザーにより、プローブマークの位置が変更さ
れると、そのプローブマークが常にボディマークの中心位置となるように、ボディマーク
の表示内容が変更されている。特許文献２にも、三次元のボディマーク及び三次元のプロ
ーブマークを表示する装置が開示されている。この装置では、入力部を用いてユーザー指
定された視線方向から見たボディマーク及びプローブマークが生成され、そのボディマー
ク上における、被検体とプローブとの位置関係に基づく位置に、プローブマークが表示さ
れる。その場合に、磁気センサを用いて前記の位置関係を計測することが開示されている
（同文献第００２５段落）。しかし、いずれの文献にも、過去の診断部位に現在の診断部
位を適合させるための操作支援技術については開示されていない。
【０００５】
【特許文献１】特開２０００－２０１９２６号公報
【特許文献２】特開２００１－０１７４３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来において、過去の診断部位に対して現在の診断部位を適合させるプローブ操作に当
たっては、ユーザー（医者、超音波検査技師など）の経験によるところが大きく、場合に
よっては、その操作が煩雑となり、あるいは、その操作に手間どることがあった。すなわ
ち、技量によるバラツキという面が指摘できる。特に、過去の操作者と現在の操作者が異
なる場合には上記の問題は顕著となる。なお、過去の診断部位と現在の診断部位にズレが
生じていると、疾病診断を的確に行えないという面もある。これらの問題は、被検者への
プローブの当接位置について指摘でき、あるいは、その当接されたプローブの姿勢につい
て指摘でき、すなわち、少なくとも位置決め及び姿勢決めのいずれかについて操作を支援
することが求められる。
【０００７】
　本発明の目的は、プローブ操作を支援してユーザーの負担を軽減することにある。
【０００８】
　本発明の他の目的は、過去の診断部位に現在の診断部位を速やかに合致あるいは近接で
きるようにすることにある。
【０００９】
　本発明の他の目的は、過去の超音波画像と現在の超音波画像の対比観察に基づいて適正
な評価、診断を行えるようにすることにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
（１）本発明は、超音波を送受波して受信データを出力するプローブと、前記プローブに
ついて空間的な位置及び姿勢の少なくとも一方を計測し、その計測結果を表す座標データ
を出力する座標計測手段と、登録座標データが格納される登録座標データ格納手段と、前
記登録座標データ格納手段に登録された登録座標データと前記座標計測手段から現在出力
された座標データである現座標データとに基づいて、プローブ操作支援情報を生成する操
作支援情報生成手段と、前記プローブ操作支援情報をユーザーに提供する操作支援情報提
供手段と、を含むことを特徴とする。
【００１１】
　上記構成によれば、ユーザーによる指令によりあるいは自動的に、あらかじめ登録座標
データが登録され、その登録座標データと、現在取得された現座標データと、に基づいて
、プローブ操作支援情報が生成され、それがユーザーに提供される。すなわち、登録され
たプローブ当接態様を再現するためのプローブ操作支援情報がユーザーに提供されるので
、ユーザーの負担が軽減され、またプローブ当接態様の再現性が良好となる。
【００１２】
　上記構成において、プローブは例えば二次元データ計測用又は三次元データ計測用の超
音波探触子である。座標計測手段としては、後述するように磁場計測を用いたものを用い
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るのが望ましいが、それ以外にも機械的な測位機構、光、電波、超音波などを利用した測
位システムなどを用いることも可能である。磁場計測を用いたシステムを用いる場合、望
ましくは、座標計測手段が、プローブ及び固定場所の一方に設けられた磁場発生器と、プ
ローブ及び固定場所の他方に設けられた磁気センサと、磁気センサの出力に基づいて座標
データを演算する座標データ演算器と、を含むものとして構成される。通常は、プローブ
に比較的小型の磁気センサが内蔵され、ベッド付近の固定場所に磁気センサより大きな磁
場発生器が設けられる。
【００１３】
　また、上記構成において、複数の登録座標データが登録され、被検者や診断部位などに
応じて、いずれかの登録座標データが選択されてもよい。プローブ操作支援情報は、プロ
ーブの位置決め及びプローブの姿勢決めの一方のみを支援する情報であってもよいが、そ
れらの両者を支援する情報であるのが望ましい。プローブ操作支援情報は、画像表示、音
出力、光出力、その他の１又は複数の方式で提供することができる。また、プローブ操作
支援情報は、登録されたプローブの位置又は姿勢と、現在のプローブの位置又は姿勢とを
そのまま表現するものであってもよいし、それらの比較結果（例えば、差分や近接方向）
を表現するものであってもよい。
【００１４】
　望ましくは、前記操作支援情報生成手段は、前記登録座標データと前記現座標データと
を比較することにより、前記プローブ操作支援情報を生成する。望ましくは、前記プロー
ブ操作支援情報には、前記登録座標データと前記現座標データの合致及び近接の少なくと
も一方を表すガイダンス表示が含まれる。望ましくは、前記ガイダンス表示は、各座標成
分ごとに前記登録座標データと前記現座標データの合致及び近接を表すインジケータを含
む。望ましくは、前記インジケータは、更に近接方向を示すものである。
【００１５】
　望ましくは、前記プローブ操作支援情報は、被検体を基準として定義される三次元の座
標系に対し、前記登録座標データ及び前記現座標データを空間的にマークとして表した参
照イメージを含む。望ましくは、前記参照イメージは、前記登録座標データに基づいて生
成される登録プローブマークと、前記現座標データに基づいて生成される現プローブマー
クと、を含む。望ましくは、前記参照イメージは、更に、前記被検体を表したボディマー
クを含む。望ましくは、前記登録プローブマーク、前記現プローブマーク、及び、前記ボ
ディマークはそれぞれ三次元のイメージである。
【００１６】
（２）また、本発明は、ユーザーによって操作され、超音波を送受波して受信データを出
力する可搬型のプローブと、前記プローブについて空間的な位置及び姿勢の計測し、その
計測結果を表す座標データを出力する座標計測手段と、登録指令を生成する登録指令生成
手段と、前記登録指令が生成された時点で、前記座標計測手段が出力した座標データが登
録座標データとして格納される登録座標データ格納手段と、前記登録座標データ格納手段
に登録された登録座標データと前記座標計測手段から現在出力された座標データである現
座標データとの比較に基づいて、前記現座標データを前記登録座標データに近接又は合致
させるためのプローブ操作支援情報を生成する操作支援情報生成手段と、前記プローブ操
作支援情報をユーザーに提供する操作支援情報提供手段と、を含むことを特徴とする。
【００１７】
　なお、各検査時に超音波診断に先立って、被検体のサイズ及び姿勢などを反映した座標
系を定義するためのキャリブレーションを行うのが望ましい。すなわち、ベッド上におけ
る被検者の体位の違いなどに起因して、過去の検査時と現在の検査時と間で被検者を基準
とする座標系にズレが生じている場合にそれを解消させておくのが望ましい。その場合に
は、被検体上において、あらかじめ定義されたキャリブレーション用の複数の部位に、プ
ローブの送受波面中心を接触させて登録するなどの手法が用いられる（これに関しては、
既に本出願人が先に出願した特願２００２－２１８４９７号に記載された手法などを用い
てもよい）。
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【発明の効果】
【００１８】
　以上説明したように、本発明によれば、プローブ操作を支援してユーザーの負担を軽減
できる。また、過去の診断部位に現在の診断部位を速やかに合致あるいは近接できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１９】
　以下、本発明の好適な実施形態を図面に基づいて説明する。
【００２０】
　図１には、本発明に係る超音波診断装置の好適な実施形態が示されており、図１はその
全体構成を示すブロック図である。この超音波診断装置は、後に詳述するように、ユーザ
ーによるプローブの操作を支援するために、参照イメージを表示する機能、ガイダンス表
示を行う機能などを有する。
【００２１】
　プローブ１０は、超音波の送受波を行う超音波探触子である。このプローブ１０は、図
１に示す例において、複数の振動素子からなるアレイ振動子を有しており、そのアレイ振
動子によって超音波ビームＢが形成される。またその超音波ビームを電子走査することに
より走査面Ｓが形成される。電子走査方式としては電子セクタ走査、電子リニア走査など
をあげることができる。なお、プローブ１０がいわゆる２Ｄアレイ振動子を有し、三次元
データ取込空間が構成されてもよい。
【００２２】
　本実施形態に係る超音波診断装置は、座標計測手段として、磁場発生器１４、磁気セン
サ１２及び座標演算部１６を有している。磁場発生器１４は、図１に示す例において、被
検者が載置されるベッド（図示せず）などにおける所定の固定場所に固定設置されている
。一方、磁気センサ１２は、図１に示す例においてプローブ１０に設けられており、具体
的にはプローブ１０における樹脂製のケース内に収納配置されている。磁場発生器１４及
び磁気センサ１２としては、プローブ１０の三次元の位置及び姿勢を計測できる限りにお
いて、各種のものを用いることができ、例えば、磁場発生器１４としては、直交する三軸
に対応した時分割動作する３つの磁場発生用コイルを有するものが用いられ、磁気センサ
１２としては、上記に対応して直交する三軸に対応した３つの磁場検出用コイルを有する
ものが用いられる。座標演算部１６においては、磁気センサ１２から出力される各コイル
の出力信号に基づいて、プローブ１０の空間的な座標（x，y、x）及びプローブ１０につ
いての各軸回りの回転角度（α，β、γ）を演算する。このような座標計測は公知技術で
ある。なお、各座標成分の定義は上記以外であってもよい。
【００２３】
　プローブ１０は、装置本体に対してケーブル１８を介して接続される。すなわちプロー
ブ１０は本実施形態において可搬型であり、一般的には、被検体の体表面上に当接して用
いられる。もちろん、プローブ１０として、体腔内に挿入されるものが用いられてもよい
。
【００２４】
　次に、装置本体が有する構成について説明する。送信部２０は送信ビームフォーマーと
して機能する。すなわち、制御部３８の制御の下、送信部２０は複数の振動素子に対して
所定の遅延関係をもって複数の送信信号を供給する。また、受信部２２は、受信ビームフ
ォーマーとして機能し、制御部３８の制御の下、複数の振動素子から出力される複数の受
信信号に対していわゆる整相加算処理を実行する。
【００２５】
　信号処理部２４は、受信部２２から出力される整相加算後の受信信号に対して、検波、
対数圧縮などの処理を実行する。ちなみに、そのような処理を後述する記憶部２６の後段
で実行し、記憶部２６上においてはＲＦ信号が格納されるようにしてもよい。また、記憶
部２６上において、望ましくは座標変換前の形式で各受信信号（各受信データ）が格納さ
れるが、座標変換後において各受信データの格納が行われてもよい。
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【００２６】
　記憶部２６は、本実施形態において、シネメモリ２８及び座標データテーブル３０を有
している。シネメモリ２８は、時系列順で入力される複数のフレーム分の受信データを記
憶するメモリであり、例えばリングバッファのような構造を有している。すなわちシネメ
モリ２８上には常に一定期間にわたる受信データが格納される。周知のように、フリーズ
操作により送受信が停止され、その時点でシネメモリ２８上における記憶内容が固定され
る。ちなみに、リアルタイムで超音波画像の表示を行う場合においては、記憶部２６上に
各受信データを一旦格納させてからそれを読み出して表示処理を行うようにしてもよいし
、信号処理部２４から出力される受信データをそのまま後述する画像形成部３２へ渡すよ
うにしてもよい。
【００２７】
　座標データテーブル３０は、シネメモリ２８上に格納される各受信データごとに、その
受信データを取得した際におけるプローブ１０についての座標データを格納したテーブル
であり、本実施形態においては、１つの受信データあたり１つの座標データが対応付けて
保存されている。したがって、この座標データテーブル３０もシネメモリ２８と同様に、
リングバッファの構造を有する。
【００２８】
　ちなみに、シネメモリ２８上における受信データの記憶単位は、ビーム、フレームある
いはボリュームであり、座標データテーブル３０における座標データの記憶単位は受信デ
ータの記憶単位と同様にビーム、フレームあるいはボリュームである。もちろん、複数の
受信信号に対して１つの座標データが対応付けられてもよいし、その逆であってもよい。
座標データは、本実施形態において上記のｘ，ｙ、ｚ，α，β，γで構成されるが、例え
ば既知の座標については省略してもよいし、あるいは上記の６つのデータの中から必要な
データのみを座標データとして構成するようにしてもよい。いずれにしても、各受信デー
タごとに座標データが対応づけられつつ保存されるため、受信データの再生時においてそ
れに対応付けられた座標データを用いてボディマーク及びプローブマークを正しく自動的
に生成表示できるという利点がある。本実施形態では、更に、過去の診断時における座標
データが登録座標データとして別途保存されており、その登録座標データを利用してプロ
ーブ操作支援情報が生成される。なお、記憶部２６についてのデータ書き込み及びデータ
読み出しは後述する制御部３８によって制御されている。
【００２９】
　画像形成部３２は、受信データに基づいて生体イメージとしての超音波画像を構成する
手段であり、例えばデジタルスキャンコンバータ（ＤＳＣ）などを含むものである。本実
施形態においては二次元の超音波画像が構成されているが、もちろん三次元の超音波画像
が構成されてもよいし、あるいはＭモードやＤモード画像などが構成されてもよい。
【００３０】
　表示処理部３４は、画像形成部３２から出力される画像データ（生体イメージ）と、後
述するグラフィック生成部４２から出力される参照イメージとしてのグラフィックデータ
とを合成し、その合成後の画像を表すデータを出力する。その画像データは表示部３６に
送られ、表示部３６上には生体イメージとグラフィックイメージとが合成表示された画像
が表示される。
【００３１】
　グラフィックイメージとしての参照イメージは、本実施計形態において、ボディマーク
及びプローブマークを含み、そのプローブマークとして、本実施形態では、必要に応じて
、現プローブマークの他に登録プローブマークも同時表示される。後に詳述するように、
登録プローブマークは、登録された座標データに基づいて生成された（過去の診断時にお
けるプローブの位置及び姿勢を模擬的に再現する）プローブイメージであり、現プローブ
マークは、現在の座標データに基づいて生成された（現在のプローブの位置及び姿勢を模
擬する）プローブイメージである。登録プローブマー及び現プローブマークの両者を同時
表示させれば、過去の診断時におけるプローブの位置及び姿勢に現在のプローブの位置及
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び姿勢を合わせることが容易となる。特に、二画面表示機能を用いて、過去の超音波画像
と現在の超音波画像を並列表示する場合、そのような参照イメージがプローブ操作支援情
報として利用される。また、後述するガイダンス表示もプローブ操作支援情報として利用
される。なお、表示部３６は、主表示器及び補助表示器の２つの表示器からなるものであ
ってもよい。すなわち、一方の表示器に生体イメージを表示させ、他方の表示器に参照イ
メージを表示するようにしてもよい。
【００３２】
　制御部３８は、ソフトウエアによって動作するＣＰＵによって構成されている。この制
御部３８は図１に示される各構成の動作制御を行っており、特に実質的にソフトウエアに
よって構成されるグラフィック生成部４２に対してグラフィック生成条件を与えている。
【００３３】
　制御部３８は、キャリブレーション実行部４０として表されているキャリブレーション
機能を有している。すなわち、被検体におけるスケールやサイズとボディマークにおける
スケールやサイズとを対応付ける（整合させる）ために超音波診断に先立ってキャリブレ
ーションが実行される。また、同一被検者の同一部位について、過去の検査時及び現在の
検査時の両方で上記のキャリブレーションを行っておけば、過去及び現在の両者で計測の
座標系を一致させることができる。その結果、過去と現在の間で被検体の位置や体位に変
化があっても、正確なプローブ操作支援情報を提供できる。
【００３４】
　キャリブレーション時においては、例えば、被検体上において定義される複数のキャリ
ブレーション用特定位置に対してプローブ１０における送受波面中心を当接させ、その時
の座標データを得ることによって実際の被検体におけるサイズやスケールなどを認識でき
、これによって被検体を基準とした座標系を定義することが可能となる。もちろん、その
ようなキャリブレーションを行うことなく、ボディマークやプローブマークを生成するよ
うにしてもよい。例えば、被検者についての過去の座標系と現在の座標系が実質的に同一
とみなせるような場合には、上記のようなキャリブレーションは必ずしも不要である。
【００３５】
　上記のようなキャリブレーションが実行された場合、そのキャリブレーション結果が制
御部３８から座標演算部１６へ渡され、座標演算部１６は、磁気センサ１２の出力信号に
基づき、キャリブレーションによって定義された座標系（被検者を基準とする座標系）に
おける座標を演算する。ちなみに、本実施形態においては、超音波画像をリアルタイムで
表示する場合及び保存された受信データを用いて超音波画像を再生表示する場合のいずれ
においても三次元ボディマーク及び三次元プローブマークが表示されている。座標演算部
１６は、その演算結果である座標データを記憶部２６に出力すると共に、制御部３８へも
出力している。すなわち、制御部３８は、リアルタイム表示においては座標演算部１６か
ら直接的に出力された座標データを受けることになり、画像再生時には記憶部２６におけ
る座標データテーブル３０から読み出された座標データを受け取ることになる。
【００３６】
　本実施形態において、制御部３８は、判定部４１を有する。この判定部４１は、登録さ
れた登録座標データと、現在の座標データとの間における座標近接（及び近接方向）並び
に座標合致を判定する。登録座標データは、ユーザーの明示的な指令あるいは一定の条件
が満たされた場合に生成される自動的な指令に応答して、リアルタイム出力された座標デ
ータを取り込むことによって登録される。通常は、過去の検査時において検査レポート用
として超音波画像を取得した時点における座標データが登録座標データとして保存される
。そのような座標データは、過去の診断時におけるプローブの位置及び姿勢を表すもので
ある。判定部４１は、その登録座標データと現在リアルタイムで取得されている現座標デ
ータとを比較し、その比較結果をグラフィック生成部４２が有するガイダンス表示生成部
４７へ出力する。また、その比較結果に基づいて、スピーカ４９を利用して、座標データ
の一致などをユーザーに音として報知する。それもプローブ操作支援情報の提供の一態様
である。
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【００３７】
　グラフィック生成部４２は、本実施形態において、ボディマーク生成部４４、プローブ
マーク生成部４６、上記のガイダンス表示生成部４７を有している。それらの生成部４４
，４６，４７は本実施形態では、実質的にソフトウエアによって構成され、その場合にお
いて、あらかじめ生成されている複数のマークの中から制御部３８が出力した条件に対応
したいずれかのマークを選択するようにしてもよいし、制御部３８が出力した条件にした
がってマークを個別的に生成するようにしてもよい。ボディマーク生成部４４は、後に示
すように、三次元ボディマークを生成しており、プローブマーク生成部４６は三次元プロ
ーブマーク（登録プローブマーク、現プローブマーク）を生成している。なお、ボディマ
ーク及びプローブマークはデジタル写真装置によって撮像されたデジタルイメージなどで
あってもよい。
【００３８】
　ガイダンス表示生成部４７は、判定部４１の判定結果を反映したガイダンス表示を生成
する。その表示例については後に示すが、ガイダンス表示は、本実施形態において座標デ
ータを構成する各座標成分に対応付けられたインジケータによって構成される。具体的に
は、ｘ，ｙ、ｚ，α，β，γの各座標成分における全部又は一部についてインジケータが
表示され、各インジケータは、正方向近接、一致、負方向近接の３態様を識別表示する。
これについては、後に図５などを用いて詳述するが、勿論、一致のみを表示するものであ
ってもよい。
【００３９】
　なお、本実施形態においては、リアルタイム画像表示時及びシネメモリ２８からの画像
再生時のいずれの場合においても、グラフィック生成部４２が機能し、すなわち制御部３
８から出力される表示条件に応じたボディマーク及びプローブマークが生成されている。
それらのマークを含むグラフィックデータは表示処理部３４に送られ、本実施形態におい
ては超音波データ上にそのようなグラフィックデータがオーバーレイ処理されている。そ
して、そのように生成された合成画像のデータが上述したように表示部３６へ送られてい
る。
【００４０】
　ちなみに、複数のボディマークをあらかじめ用意しておく場合には、各科目ごとにまた
患者の種別や患者のサイズごとに複数のボディマークを用意しておくのが望ましい。また
、プローブマークに関しても各種のプローブに対応したマークが生成されるようにするの
が望ましい。この場合において、三次元のマークを自動的に生成する場合においては、例
えばボリュームレンダリング法やサーフェイス法などの公知の三次元画像構築技術を利用
することができる。
【００４１】
　制御部３８には、外部記憶装置５０が接続されており、その外部記憶装置５０上には制
御部３８が動作制御をするにあたって必要な各種のデータが格納されている。その外部記
憶装置には、本実施形態において１又は複数の登録座標データが格納される。複数の登録
座標データは、例えば被検者ごと且つ診断部位ごとに管理され、被検者及び診断部位の特
定によっていずれかの登録座標データが選択される。なお、座標データテーブル３０に格
納されたいずれかの座標データを登録座標データとして用いるようにしてもよい。
【００４２】
　また、制御部３８には操作パネル４８が接続されており、それを用いてユーザーは各種
の設定や入力を行うことが可能である。特に、その操作パネル４８を用いて、座標データ
の登録指令を入力できる。例えば、いずれかの超音波画像を検査レポート用として保存さ
せる指示が入力された場合に、それに連動させて当該超音波画像に対応する座標データを
登録座標データとして保存管理し、当該超音波画像が対比用として再生された場合にそれ
に対応付けられた登録座標データを用いてユーザー操作支援情報を生成するようにしても
よい。
【００４３】
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　図２には、図１に示した座標データテーブルの３０の具体的な構成例が示されている。
図２に示されるように受信データはフレーム単位で格納され、すなわちフレーム番号に対
応付けて座標データ３０Ａが格納されている。座標データは、プローブの空間的な位置を
表すデータｘ，ｙ，ｚとプローブの姿勢を表すデータα，β，γで構成されているが、そ
れは一例であって、各マークの表示を適切に行える限りにおいて様々な座標データを記憶
させておくことができる。
【００４４】
　また、本実施形態においては、受信データを格納した際にユーザーによりあるいは自動
的に決定されたボディマーク種別及びプローブマーク種別の情報（３０Ｂ，３０Ｃ）も併
せて保存されている。すなわち、リアルタイム画像表示時にあるいはフリーズ前に何らか
の方式でそのような種別情報が登録されていれば、そのような情報を用いて画像再生時に
自動的にプローブマーク及びボディマークの各種別を選択することが可能となる。もちろ
ん、フリーズ後にそのような種別をユーザーによって個別的に指定させることもでき、あ
るいは一方については自動的に判定するようにしてもよい。
【００４５】
　図３には参照イメージの生成過程が概念的に示されている。この例では、過去の検査時
におけるプローブの位置及び姿勢（つまり、過去の診断部位）に、現在の検査時における
プローブの位置及び姿勢（つまり、現在の診断部位）を合致させるための参照イメージを
生成する場合について示されている。但し、リアルタイムで超音波画像を表示する場合、
及び、シネメモリを用いて超音波画像を再生する場合についても、基本的に図３に示すよ
うなプロセスによって参照イメージが生成される。
【００４６】
　Ｓ１０は過去の検査時及び現在の検査時におけるキャリブレーションを示している。そ
れに先だってあるいはその後に、Ｓ１２においてボディマーク種別が指定され、またＳ１
４においてプローブマーク種別が指定される。そのような各マークの指定はユーザーによ
りあるいは自動的に行われる。この場合、過去の診断時において指定されたボディマーク
種別及びプローブマーク種別が現在の診断時においてもそのまま自動的に選択されるよう
に構成するのが望ましい。Ｓ１６においては、ボディマークが生成され、Ｓ１８において
は登録プローブマーク及び現プローブマークが生成される。この場合に、登録プローブマ
ークは、既に説明したように、登録された登録座標データに基づいて生成され、具体的に
は、ボディマーク上において登録座標データが示す位置に、登録座標データが示す姿勢で
、登録プローブマークが合成表示されるように当該登録プローブマークが生成される。ま
た、現プローブマークは現在リアルタイムで取得されている座標データに基づいて生成さ
れ、具体的には、同じボディマーク上において現座標データが示す位置に、現座標データ
が示す姿勢で、現プローブマークが合成表示されるように当該現プローブマークが生成さ
れる。この場合、登録プローブマークと現プローブマークとを互いに視覚的に識別できる
ように表示処理を施すのが望ましい。例えば、輝度識別、カラー識別などの手法を用いる
ことができる。なお、登録プローブマークについては実際のプローブの形態を模擬したも
のではなく、プローブ当接位置及び当接向きを示す矢印などのマークによって表現しても
よい。
【００４７】
　なお、上記のＳ１８においては、プローブマークの種別についての指定結果にしたがっ
て各プローブマークが生成され、その場合においては、併せて過去及び現在の検査に際し
て実行されたキャリブレーション結果が反映される。また、上記のＳ１６においてはＳ１
２で指定されたボディマーク種別にしたがってボディマークが生成され、その場合におい
ては、必要に応じて、過去及び現在の検査に際して実行されたキャリブレーション結果が
参照される。
【００４８】
　Ｓ２０においては、ボディマーク、登録プローブマーク及び現プローブマークを合成す
ることにより、グラフィックイメージ（参照イメージ）が生成される。この場合において
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は、表示条件にしたがってそのようなイメージの生成が実行される。例えばボディマーク
については肌色系のカラーコーディング処理を施し、登録プローブマーク及び現プローブ
マークについては実際のプローブの色を反映したカラーコーディング処理を施すようにし
てもよい。但し、上記のように２つのプローブマークを視覚的に異ならせて表現するのが
望ましい。Ｓ２２においては制御部において設定された表示条件にしたがって生体イメー
ジと共に、グラフィックイメージすなわち参照イメージが合成表示される。
【００４９】
　図４には、ボディマーク（あるいは被検者）を基準として定義される座標系６０が示さ
れており、通常、上記のキャリブレーションによってこの座標系６０が定義される。ちな
みに、図中には、その座標系６０に対応付けて、代表的なボディマーク６２が示されてい
る。図において座標原点Ｏを通過する３つの直交軸Ｘ，Ｙ，Ｚが定義されている。上記の
座標計測手段により、このような座標系６０におけるプローブの位置及び姿勢が計測され
ることになる。なお、図４に示すような座標系を画面上に立体的に表示させて、そこに過
去の検査時におけるプローブの位置及び姿勢（あるいは診断部位）と、現在のプローブの
位置及び姿勢（あるいは診断部位）とを何らかの形式で表現するようにしてもよい。
【００５０】
　図５には表示画面６４の一例が示されており、その画面上には生体イメージ（超音波画
像）６６と、参照イメージ（グラフィック画像）６８とが示されている。参照イメージ６
８は、上述したようにボディマーク７０、登録プローブマーク７３及び現プローブマーク
７２を含むものであり、それらのマークは三次元イメージとして表現されている。登録プ
ローブマーク７３は、過去の診断時におけるプローブの位置及び姿勢を再現するものであ
り、ボディマーク７０上における登録座標データに基づいた位置にその登録座標データに
基づいた姿勢で表示される。図５に示す例では、登録プローブマーク７３は、ハーフトー
ン表現され、これによって通常輝度で表示される現プローブマークと視覚表現上、識別さ
れている。現プローブマーク７２は、現在のプローブの位置及び姿勢を表現するものであ
り、ボディマーク７０上における現座標データに基づいた位置にその現座標データに基づ
いた姿勢で表示される。被検体上でプローブの当接位置を移動させあるいはその当接姿勢
を変化させると、それに連動して、現プローブマークの位置が変化しあるいは姿勢が変化
する。よって、ユーザーは、プローブの当接位置及び当接姿勢を可変させて、現プローブ
マーク７２が登録プローブマーク７３に合致するように、プローブを操作すれば、過去の
診断時における診断部位と現在の診断時における診断部位を容易に近接又は一致させるこ
とができる。
【００５１】
　なお、通常モードで超音波画像をリアルタイム表示する場合、及び、シネメモリから受
信データを読み出して超音波画像を再生する場合、ボディマーク７０及び現プローブマー
ク７２からなる参照イメージが表示される。参照イメージ６８の表示位置はユーザーによ
って適宜設定することができ、また参照イメージの大きさについてもユーザーによって自
在に設定できるようにするのが望ましい。また、ボディマーク７０を表示させる向きに関
してはあらかじめ代表的なものをいくつか用意しておくこともできるし、患者がベッド上
に横たわった状態を再現できるようなボディマークをあらかじめ複数用意しておいてもよ
い。
【００５２】
　上記のような参照イメージは、プローブ操作支援情報の１つであるが、本実施形態では
、他のプローブ操作支援情報も提供されている。すなわち、登録座標データに対して現座
標データが近接したこと及び一致したことなどを報知するガイダンス表示である。
【００５３】
　図５には、一例としてのガイダンス表示７４が示されている。この例では、ガイダンス
表示７４は、３つの座標成分に対応した３つのインジケータ７６で構成されている。具体
的には、Ｘ、Ｙ，Ｚの各座標成分ごとにインジケータ７６が用意されている。各インジケ
ータ７６は、逆向きで対向する一対の三角形表示８０，８２とそれらの間にある円形表示
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７８とで構成されている。例えば、Ｘ座標に関しては、登録されたＸ座標に対して現在の
プローブのＸ座標が近接すると、その近接方向に応じて一対の三角形表示のいずれかが高
輝度となり、近接したこととその近接方向とが報知される。そして、登録されたＸ座標に
現在のプローブのＸ座標が一致すると、中央の円形表示が高輝度となり、一致事実が報知
される。これは他の座標についても同様である。
【００５４】
　図５に示す例では、プローブ位置についてのインジケータ７６が示されていたが、プロ
ーブ姿勢についてのインジケータを設けてもよい。いずれにしても、このようなガイダン
ス表示７４によってユーザーはリアルタイムでプローブ操作の方向を知ることができるの
で、過去の診断部位に現在の診断部位を迅速かつ容易に適合させることができ、またその
適合状態を視覚的に容易に確認できるという利点がある。図５はガイダンス表示の一例で
あって、他の表示態様を採用することができる。また、本実施形態では、全座標について
一致が得られると、所定の音が出力されており、その音が出力された時点で手動的に又は
自動的に超音波画像の記録などを行える。
【００５５】
　また、同一被検者の同一診断部位について、過去の超音波画像と現在の超音波画像を並
べて二画面表示するような場合でも、図５に示したような参照イメージを表示し、またガ
イダンス表示を行うことにより、上記同様の利点を得られる。
【００５６】
　次に、図６には、プローブ操作支援情報の提供に関する動作がフローチャートとして示
されている。Ｓ３０及びＳ３２では、登録プローブマーク及び現プローブマークが表示さ
れる。それらのステップは基本的に同時に実行されるが、動作説明上、２つのステップと
して表されている。Ｓ３４では、登録座標データと現座標データとが比較され、各座標成
分ごとに差分値が求められる。Ｓ３６では、そのような差分値に基づいてガイダンス表示
がなされ、あるいはその内容が更新される。Ｓ３８で、過去の診断部位と現在の診断部位
の完全一致が判定されると、Ｓ４０で所定の音が出力される。その一方、そのような完全
一致がなされない場合、Ｓ４２からＳ３２へ処理が移行し、上記の各工程が繰り返し実行
される。すなわち、現プローブマークについては、リアルタイムで計測された座標データ
に従って、その表示位置や表示姿勢がリアルタイムで変更され（Ｓ３２）、ガイダンス表
示についても、リアルタイムで演算される差分演算結果に従ってその表示内容（各座標成
分ごとのインジケータの表示態様）が更新される。ユーザーは、参照イメージ及びガイダ
ンス表示を観察することによって、登録時のプローブ位置及び姿勢に現在のプローブ位置
及び姿勢を合わせ込むことができ、座標完全一致が得られると、Ｓ４０で音が出力される
ので、その時点で画像記録などの操作がなされる。なお、登録座標データが別のものに切
り換えられた場合には、上記同様の動作が繰り返される。
【００５７】
　なお、登録座標データと現座標データとを利用する限りにおいて、プローブ操作支援情
報としては各種のものを採用することができる。複数種類のプローブ操作支援情報を生成
できるようにしておき、ユーザーによってそれらの内の１又は複数を選択させて提供させ
るようにしてもよい。
【００５８】
　上記実施形態によれば、ユーザーによるプローブ操作を支援してユーザーの負担を軽減
できる。また、過去の診断部位に現在の診断部位を速やかに合致あるいは近接できる。そ
の上で、過去の超音波画像と現在の超音波画像の対比観察に基づいて適正な評価、診断を
行える。
【図面の簡単な説明】
【００５９】
【図１】本発明に係る超音波診断装置の全体構成を示すブロック図である。
【図２】図１に示す座標データテーブルの具体的な構成例を示す図である。
【図３】参照イメージの生成プロセスを説明するための概念図である。
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【図４】キャリブレーションによって定義される座標系を説明するための図である。
【図５】参照イメージ、生体イメージ及びガイダンス表示を説明するための図である。
【図６】装置の動作を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００６０】
　１０　プローブ、１２　磁気センサ、１４　磁場発生器、１６　座標演算部、２０　送
信部、２２　受診部、２６　記憶部、２８　シネメモリ、３０　座標データテーブル、３
２　画像形成部、３４　表示処理部、３８　制御部、４０　キャリブレーション実行部、
４１　判定部、４２　グラフィック生成部、４４　ボディマーク生成部、４６　プローブ
マーク生成部、４７　ガイダンス表示生成部。

【図１】 【図２】
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